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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第２期

第２四半期連結
累計期間

第２期
第２四半期連結
会計期間

第１期

会計期間

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　７月１日
至　平成20年
　　６月30日

売上高 (百万円) 15,457 8,289 41,416

経常利益 (百万円) 1,159 614 3,368

四半期純損失(△)又は
当期純利益

(百万円) △1,218 △1,421 2,796

純資産額 (百万円) ― 39,489 41,885

総資産額 (百万円) ― 51,811 55,975

１株当たり純資産額 (円) ― 1,395.401,469.68

１株当たり四半期純損
失(△)又は1株当たり当
期純利益

(円) △42.97 △50.22 99.90

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 76.2 74.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,054 ― 2,056

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 853 ― △3,097

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △863 ― △25

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 9,426 12,497

従業員数 (名) ― 838 865

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載してい

ません。

２　売上高には、消費税等は含まれていません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載していません。

４　当社は平成20年１月４日付で、ショーボンド建設株式会社より株式移転の方式にて、持株会社として設立され

ました。当社の第１期は平成20年１月４日から平成20年６月30日までですが、第１期の連結財務諸表は完全子

会社となったショーボンド建設株式会社の連結財務諸表を引き継ぎ、平成19年７月１日から平成20年６月30

日までを連結会計年度としています。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 838

(注) 従業員数は就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 3

(注) 従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)が営んでいる事業の大部分を占める土木建築工事業では生産実績を

定義することが困難であり、また、土木建築工事業においては請負形態をとっており、販売実績という定義

は実態にそぐわないため受注及び販売の状況については、「３　財政状態及び経営成績の分析」における各

事業の種類別セグメントの業績に関連付けて記載しています。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものです。

(1)　経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）については、公共建設投

資の縮減や受注競争の一層の激化により、受注高は、11,236百万円、売上高は、8,289百万円となりました。

損益については、営業利益488百万円、経常利益614百万円となりましたが、四半期純利益は、投資有価証券

評価損を計上したため1,421百万円の損失となりました。

事業の種類別セグメントにおける受注実績、売上実績及び受注残高は次の通りです。

受注実績 （単位：百万円）

区　分
当第２四半期
連結会計期間

土木建築工事業 9,759

製品製造販売業 1,476

合　計 11,236

売上実績 （単位：百万円）

区　分
当第２四半期
連結会計期間

土木建築工事業 6,812

製品製造販売業 1,476

合　計 8,289

受注残高 （単位：百万円）

区　分
当第２四半期
連結会計期間

土木建築工事業 24,735

製品製造販売業 －

合　計 24,735

なお、当社グループの主たる事業である公共事業関連の土木事業は、工事の完成引渡しが第３四半期連

結会計期間に集中するという季節変動要因があり、第２四半期の経営成績は、通期の経営成績に対し進捗

率が低くなる傾向にあります。
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(2)　財政状態の分析

当第２四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,163百万円減少し51,811百万円となりまし

た。主な要因は、現金預金及び有価証券の減少によるものです。負債は、1,767百万円減少し12,322百万円

となりました。主な要因は、未成工事受入金および支払手形・工事未払金等の減少によるものです。

純資産は、2,396百万円減少し39,489百万円となりました。主な要因は、四半期純損失及び剰余金の分配

によるものです。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローについては、1,137百万円の資

金の減少となりました。これは主に、未成工事支出金の増加によるものです。

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローについては、1,526百万円の資

金の増加となりました。これは主に、有価証券の売却及び投資有価証券の償還によるものです。

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローについては、1百万円の資金の

減少となりました。これは主に、配当金の支払によるものです。

これらにより、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は第１四半期連結会計期間末に比べて、379百

万円増加し、9,426百万円となりました。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は平成20年２月５日開催の取締役会において「当社の財務および事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針」（会社法施行規則第127条本文に定義されるものをいい、以下「本プ

ラン」といいます。）に関して決議を行いました。

　内容は以下の通りです。

１. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に

対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、企業価値ひいては株主共同

の利益に資するものであれば、当社といたしましては、一概にこれを否定するものではなく、最終的には

株主全体の意思により判断されるべきものと考えています。

しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に

大規模買付提案を強行する動きが顕在化しています。こうした大規模買付の中には、その目的等からみて

企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要

する恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付提案の内容等について検討し、あるいは対

象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の

提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業

価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方といたしましては、当社グループの企業理念、

企業価値のさまざまな源泉、当社グループを支えていただいているステークホルダーとの信頼関係を十

分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならな

いと考えています。
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この実現に資する取組みとして、当社は、当社の株式に対する大規模買付提案がなされた場合、当社の

企業価値・株主共同の利益に資するか否かという観点から、まず、当社取締役会が情報の収集及びその検

討等を行い、その結果や当社取締役会としての意見を株主の皆様に開示することで、当社の株主の皆様が

十分な情報のもと、適切なご判断を行っていただけるような仕組みを構築することが不可欠であると考

えています。

当社は現時点において当社株式等の大規模買付提案を受けているわけではなく、また、本プランは、い

わゆる買収防衛策について定めるものではありません。買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課

題の一つとして、法制度や関係当局の判断・見解、市場の受け止め方等を注視しながら、導入の要否、導入

を行う場合には、その内容についての検討を行ってまいります。

２. 基本方針の実現に資する取組みについて

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上が経営の最重要課題の一つと認識しています。以下に掲げる

取組みは、基本方針の実現に資するものと考えます。

<1>企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み

①当社の経営の基本方針

当社は、純粋持株会社として子会社の経営の支配、指導、管理を行っています。子会社グループの主要な

事業は、土木・建築分野のコンクリート構造物の補修・補強市場において、数多くの自社考案による独自

工法を駆使し、自社開発の工事材料や、樹脂接着剤・注入剤（子会社グループ内で製造）を用いて施工す

る特殊工事です。また補修・補強工事という性格上、新設・新築に比べ請負額が比較的少額で、工期も短

く、設計図と実際の施工対象物の状況が異なるなどの悪条件を克服しながら施工しなければならないな

ど、地味ながら高度な技術力と様々なノウハウが必要な業態です。その一方、施工対象とする構造物は、供

用中の道路橋梁やトンネル、学校、鉄道各社や電力会社のインフラなど公共性の高い社会資本が多く、地

域住民の安全確保に直結する社会貢献度の高い重要な事業を行っているいわば「縁の下の力持ち」的な

企業集団だと自負しています。今ある社会資本を、環境への負荷が大きいスクラップ＆ビルドではなく、

適時適切にメンテナンスすることにより良好な状態で次世代に引き継ぐことが私たちの使命だと考えて

います。

②中期的な企業価値向上のための取組み

高度成長期に造られた多くの構造物が今後急速に高齢化すると言われています。具体的には、今後10年

間に建設後50年に到達する橋梁、トンネル等が飛躍的に増加します。また、緊急輸送道路の防震災対策と

して、耐震補強の必要な橋梁も数多くあるといわれており、国土交通省で検討中の今後実施すべき道路施

策の概要の中でも、この二点の取り組みが上位で触れられています。また、災害時の避難所となる学校等

の建物の耐震補強工事も急がれています。こうした中、当社グループは、いたずらに事業拡大を図らず得

意とする補修・補強分野に経営資源を集中し、今までに培ってきた技術力をさらに向上させ、また補修・

補強に関する新工法や新商品の開発に取り組んでいきます。今後建設業界では、一般競争入札の拡大や経

営事項審査の見直しなどにより、技術力や施工能力、また公正性や生産性の向上、経営の効率化へ向けた

企業の努力が評価される時代を迎えます。当社グループは、着実な業績向上と安定した配当を行い、また

コーポレートガバナンスを強化することにより、これらの課題をクリアーし、企業価値ひいては株主共同

の利益向上に努めて参ります。
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３．本プランの内容

<1> 対象となる買付等

本プランは下記①または②に該当する当社株券等の大規模買付提案またはこれに類似する行為（以下

「買付等」といいます）がなされる場合を適用対象とします。買付等を行う者または提案する者（以下

「買付者等」といいます）は、予め本プランに定められる手続に従うこととします。

　①当社が発行者である株券等 について、保有者の株券等保有割合 が15％以上となる買付

　②当社が発行者である株券等 について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合 及びその特別関係　

　　者の株券等所有割合の合計が15％以上となる公開買付

<2> 買付者等に対する情報提供の要求

買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対

して、以下の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます）及び当該買付者等が買付等に際して

本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します）

を当社の定める書式により提出していただきます。

当社取締役会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買

付者等に対し、適宜回答期限を定めた上で、追加的に情報を提供するよう求めることがあります。この場

合、買付者等においては、かかる情報を追加的に提供していただきます。

①買付者等及びそのグループ（共同保有者 、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その他の構

成員を含みます）の詳細（具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、株券等の所有状況及び取引状況

等を含みます）

②買付等をする株券等の種類、買付等の目的、方法及び内容（経営参画の意思の有無、買付等の対価の価

格・種類、買付予定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、買付等の時期、関連

する取引の仕組み、買付等の方法の適法性等を含みます）

③買付等の価格の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定の経緯、算定に用いた数値情報及び買付等

にかかる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配

されるシナジーの内容を含みます）

④買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます）の具体的名称、調達方法、関連する

取引の内容を含みます）

⑤買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

⑥買付等の後における当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害

関係者の処遇等の方針

⑦当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

⑧その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報

<3> 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討

①当社取締役会による検討作業

買付者等から情報・資料等（追加的に要求したものも含みます）の提供が十分になされたと当社取

締役会が認めた場合、その時点から、対価を円貨現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場

合は原則として60日間を超えない検討期間、その他の大規模買付行為の場合は原則として90日間を超

えない検討期間（以下「取締役会検討期間」といいます）を当社取締役会は設定します。

当社取締役会は、取締役会検討期間内において買付者等から提供された情報・資料等に基づき、当

社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等の買付等の内容及び当社取締役会

としての代替案の検討を行います。

なお、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保

するために、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント

その他の専門家等）の助言を得ることができるものとします。
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②株主及びステークホルダーに対する情報開示

当社取締役会は、買付者等から買付の提案がなされた事実とその概要、本必要情報の概要及び当社取

締役会による検討内容（取締役会検討期間の開始日及び終了日を含みます）その他の状況のうち当社

取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行うものとします。

<4> 不適切な買付等の要件

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当する場合、当該買付等を不適切な買付等であ

ると考えます。

①上記<2>「買付者等に対する情報提供の要求」に定める情報提供及び取締役会検討期間の確保その他

本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合

②下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらす恐れのある買付等である場合

(ⅰ)株式等を買占め、その株式等につき当社に対して高値で買取を要求する行為

(ⅱ)当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に

買付者等の利益を実現する経営を行うような行為

(ⅲ)当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

(ⅳ)当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、そ

の処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を

狙って高値で売り抜ける行為

③強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対

して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいいます）等株主に

株式の売却を事実上強要する恐れのある買付等である場合

④当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行われる

買付等である場合

⑤当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十

分に提供することなく行われる買付等である場合

⑥買付者等による買付等の後の経営方針または事業計画等の内容が不十分または不適当であること等の

ため、当社と当社利害関係者との間の信頼関係・取引関係等を破壊する、または当社の企業価値・株主

共同の利益を毀損する重大なおそれのある買付等である場合

⑦買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性、買付

等の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

等を含みます）が、当社の本源的価値に鑑み、著しく不十分または不適当な買付等である場合

⑧買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断され

る場合

<5> 本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランは、平成20年２月５日から効力が発生するものとし、有効期間は３年間といたします。ただし、

有効期間の満了前であっても、当社取締役会は、随時本プランの再検討を行い、内容の見直しを行う場合

があります。

本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び（変更の場合には）変更

内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに情報開示を行います。

　

(5)　研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は93百万円です。なお、当第２四半期連結会計期間にお

いて、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,102,59029,102,590
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数　100株

計 29,102,59029,102,590― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年10月１日～
平成20年12月31日

― 29,102,590 ― 5,000 ― 1,250
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(5) 【大株主の状況】

平成20年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

上田　昭 東京都世田谷区 2,302 7.91

タイヨーパールファンドエル
ピー（常任代理人シティバンク
銀行株式会社）

C/0 WALKERS SPV LIMITED, WALKER HOUSE,
87 MARY ST. GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN
KY1-9002, CAYMAN ISLANDS（東京都品川区東
品川２－３－１４）

1,772 6.08

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 1,384 4.75

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海１－８－１１ 1,280 4.40

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２－１１－３ 1,212 4.16

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１－１３－１ 1,210 4.15

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１－８－１１ 1,157 3.97

アールービーシー　デクシア　イ
ンベスター　サービシーズ　トラ
スト，ロンドン　レンディング　
アカウント（常任代理人スタン
ダードチャータード銀行）

71 QUEEN VICTORIA STREET, LONDON, EC4V
4DEUNITED KINGDOM（東京都千代田区永田町
２－１１－１）

966 3.32

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３－７－３ 874 3.00

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 827 2.84

計 ― 12,987 44.62

（注)１　中央三井アセット信託銀行株式会社及びその共同保有者である中央三井アセットマネジメント株式会社から、

平成20年１月21日付で提出された大量保有報告書により平成20年１月15日現在で以下の株式を保有している

旨の報告を受けていますが、当社としては当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認がで

きないため、上記大株主の状況には含めていません。

なお、大量保有報告書の内容は以下の通りです。

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

中央三井アセット信託銀行株式会社 東京都港区芝３－２３－１ 1,559 5.36

中央三井アセットマネジメント株式会社 東京都港区芝３－２３－１ 37 0.13

２　りそな信託銀行株式会社及びその共同保有者である預金保険機構から、平成20年６月５日付で提出された大量

保有報告書(変更報告書)により平成20年５月30日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けています

が、当社としては当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の

状況には含めていません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下の通りです。

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

りそな信託銀行株式会社
東京都千代田区大手町１－
１－２

155 0.54

預金保険機構
東京都千代田区有楽町１－
１２－１

1,309 4.50
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３　フィデリティ投信株式会社から、平成20年９月４日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により平成20

年８月29日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社としては当第２四半期会計期

間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下の通りです。

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門４－３－
１

1,888 6.49

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

802,900
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

28,287,600
282,876 ―

単元未満株式
普通株式

12,090
― ―

発行済株式総数 29,102,590― ―

総株主の議決権 ― 282,876 ―

(注）１　「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれています。

２　単元未満株式には、当社所有の自己株式80株が含まれています。

　

② 【自己株式等】

平成20年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ショーボンドホールディ
ングス株式会社

東京都江東区南砂
二丁目２番17号

802,900 ― 802,900 2.76

計 ― 802,900 ― 802,900 2.76
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 1,7041,9201,9351,7721,8972,035

最低(円) 1,4051,4871,5201,3501,6881,760

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」

（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しています。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則に基づいて作成しています。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年10月　

１日から平成20年12月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年７月１日から平成20年12月31日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人和宏事務所により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,936 6,533

受取手形・完成工事未収入金等 ※１
 5,207 6,833

有価証券 7,572 11,896

未成工事支出金 6,962 4,374

その他のたな卸資産 ※２
 610

※２
 653

繰延税金資産 207 224

その他 1,317 933

貸倒引当金 △81 △64

流動資産合計 26,732 31,385

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） ※３
 2,977

※３
 3,035

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） ※３
 265

※３
 285

土地 7,508 7,508

建設仮勘定 11 －

有形固定資産計 10,763 10,829

無形固定資産 70 65

投資その他の資産

投資有価証券 8,466 9,529

繰延税金資産 2,737 1,187

再評価に係る繰延税金資産 1,200 1,200

その他 2,125 1,998

貸倒引当金 △283 △221

投資その他の資産計 14,245 13,694

固定資産合計 25,078 24,590

資産合計 51,811 55,975
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※１
 7,754 8,292

未払法人税等 952 933

未成工事受入金 1,633 2,309

引当金 49 104

その他 791 1,343

流動負債合計 11,180 12,983

固定負債

退職給付引当金 861 827

役員退職慰労引当金 18 266

その他 262 12

固定負債合計 1,141 1,106

負債合計 12,322 14,089

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 36,013 36,013

利益剰余金 1,521 3,238

自己株式 △1,138 △775

株主資本合計 41,396 43,475

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △130 175

土地再評価差額金 △1,748 △1,748

為替換算調整勘定 △27 △16

評価・換算差額等合計 △1,906 △1,589

純資産合計 39,489 41,885

負債純資産合計 51,811 55,975
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 ※１
 15,457

売上原価 11,929

売上総利益 3,528

販売費及び一般管理費 ※２
 2,594

営業利益 933

営業外収益

受取利息 121

受取配当金 25

その他 94

営業外収益合計 240

営業外費用

支払手数料 7

その他 7

営業外費用合計 14

経常利益 1,159

特別利益

固定資産売却益 0

その他 0

特別利益合計 0

特別損失

投資有価証券評価損 3,071

その他 22

特別損失合計 3,094

税金等調整前四半期純損失（△） △1,933

法人税、住民税及び事業税 606

法人税等調整額 △1,321

法人税等合計 △715

四半期純損失（△） △1,218
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 ※１
 8,289

売上原価 6,416

売上総利益 1,872

販売費及び一般管理費 ※２
 1,384

営業利益 488

営業外収益

受取利息 48

受取配当金 24

その他 58

営業外収益合計 130

営業外費用

支払手数料 3

その他 2

営業外費用合計 5

経常利益 614

特別利益

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

特別損失

投資有価証券評価損 2,948

その他 21

特別損失合計 2,969

税金等調整前四半期純損失（△） △2,355

法人税、住民税及び事業税 322

法人税等調整額 △1,256

法人税等合計 △934

四半期純損失（△） △1,421
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,933

減価償却費 161

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 5

投資有価証券評価損益（△は益） 3,071

有価証券売却損益（△は益） △25

貸倒引当金の増減額（△は減少） 79

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △214

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △11

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △146

売上債権の増減額（△は増加） 1,626

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 42

その他の資産の増減額（△は増加） △1,131

仕入債務の増減額（△は減少） △557

未成工事受入金の増減額（△は減少） △675

その他の負債の増減額（△は減少） △328

その他 △36

小計 △2,706

利息及び配当金の受取額 146

法人税等の支払額 △494

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 500

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2,905

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

3,318

有形固定資産の取得による支出 △45

有形固定資産の売却による収入 0

貸付けによる支出 △8

貸付金の回収による収入 7

その他 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー 853

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △500

自己株式の取得による支出 △362

財務活動によるキャッシュ・フロー △863

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,071

現金及び現金同等物の期首残高 12,497

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,426
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年12月31日)

会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 たな卸資産

　通常の販売目的で保有する棚卸資産（未成工事支出金

除く）については、従来、先入先出法による原価法に

よっていましたが、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日　企業会

計基準委員会）を当連結会計年度の第１四半期連結会

計期間から適用し、先入先出法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）に変更しています。

　この変更に伴う、当第２四半期連結累計期間の損益及

びセグメント情報に与える影響はありません。

(2)重要なリース取引の処理方法 　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっていましたが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号　平成５年６月17日　最終改正平

成19年３月30日　企業会計基準委員会）及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月

30日　企業会計基準委員会）を当連結会計年度の第１四

半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファ

イナンス・リースについては、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理に変更しています。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法によっていま

す。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用して

います。

　この変更に伴う、当第２四半期連結累計期間の損益及

びセグメント情報に与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年12月31日)

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定
方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減

算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法等

によっています。

　繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結

会計年度末以降に経営状況等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計

年度において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっています。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年12月31日)

（役員退職慰労引当金）

　　連結子会社のショーボンド建設㈱は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、「役員退職慰労金内規」に基

づく期末要支給額を計上していましたが、平成20年９月19日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を

廃止し、制度廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金を役員退任時に打切り支給することを決議しまし

た。これに伴い、同日までの在任期間に応じた役員退職慰労引当金は全額取崩し、打切り支給額の未払分249百万円

を固定負債の「その他」に計上しています。

　なお、他の連結子会社については、役員の退職慰労金の支給に備えるため、「役員退職慰労金内規」に基づく当第

２四半期連結累計期間末要支給額を計上しています。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年６月30日)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理に
ついては、手形交換日を持って決済処理していま
す。なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機
関の休日であったため、次の四半期連結会計期間
末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含
まれています。

受取手形 76百万円

支払手形 687百万円

 

※２　その他のたな卸資産の内訳は次の通りです

商品及び製品 465百万円

仕掛品 89百万円

原材料及び貯蔵品 55百万円

合計 610百万円

※３　有形固定資産の減価償却累計額
8,523百万円

――――――――

 

 

※２　その他のたな卸資産の内訳は次の通りです

商品及び製品 558百万円

仕掛品 0百万円

原材料及び貯蔵品 93百万円

合計 653百万円

※３　有形固定資産の減価償却累計額
8,492百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　当社グループの売上高は、通常の営業の形態とし

て、第３四半期連結会計期間に完成する工事の割

合が大きいため、第１四半期連結会計期間、第２

四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期

間に比べ第３四半期連結会計期間の売上高が著

しく多くなるといった季節的変動があります。

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な項目は次の

通りです。

役員報酬及び従業員

給料手当
1,227百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
5百万円

貸倒引当金繰入額 81百万円

　

第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　当社グループの売上高は、通常の営業の形態とし

て、第３四半期連結会計期間に完成する工事の割

合が大きいため、第１四半期連結会計期間、第２

四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期

間に比べ第３四半期連結会計期間の売上高が著

しく多くなるといった季節的変動があります。

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な項目は次の

通りです。

役員報酬及び従業員

給料手当
616百万円

役員退職慰労引当金

繰入額
1百万円

貸倒引当金繰入額 94百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金預金 4,936百万円

有価証券 7,572　〃

　　　計 12,508百万円

取得日から償還日までの期間が

３ヶ月を超える債券等
△3,082　〃

現金及び現金同等物 9,426百万円
 

　

EDINET提出書類

ショーボンドホールディングス株式会社(E00329)

四半期報告書

24/32



(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年７月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 29,102,590

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 802,980

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年９月26日
定時株主総会

普通株式 498 17.50平成20年６月30日 平成20年９月29日 利益剰余金

（注）配当金の総額は、連結子会社が所有する自己株式にかかる配当金10百万円を控除して記載しています。

なお、控除前の金額は509百万円です。

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年２月３日
取締役会

普通株式 353 12.50平成20年12月31日 平成21年３月23日 利益剰余金

　　　

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)

その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

四半期連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 株式 2,145 2,309 163

(2) 債券

　　　社債 4,934 4,917 △17

(3) その他 3,586 3,219 △366

合計 10,667 10,446 △220

（注）当第２四半期累計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行い、投資有価証券評価

損3,071百万円を計上しています。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)

当社グループ（当社及び連結子会社）は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありま

せん。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　
土木建築
工事業
(百万円)

製品製造
販売業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

6,812 1,476 8,289 ― 8,289

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 507 507 (507) ―

計 6,812 1,984 8,796 (507) 8,289

営業利益 249 258 508 (19) 488

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年12月31日)

土木建築
工事業
(百万円)

製品製造
販売業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

12,964 2,493 15,457 ― 15,457

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 891 891 (891) ―

計 12,964 3,385 16,349 (891) 15,457

営業利益 499 427 926 7 933

(注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。

２　各区分に属する主要な事業の内容

土木建築工事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

製品製造販売業：製品等の製造及びその販売に関する事業

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年12月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しています。
　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年12月31日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年６月30日)

1,395.40円 1,469.68円

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △42.97円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存
在しないため記載していません。
 

(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(百万円) △1,218

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △1,218

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,353

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △50.22円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存
在しないため記載していません。
 

(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(百万円) △1,421

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △1,421

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,299
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(重要な後発事象)

（自己株式の取得枠拡大について）

当社は、平成21年２月３日開催の取締役会において、平成20年８月５日開催の取締役会において決議され

た自己株式の取得枠に関し、さらに拡大することを決議しました。

１.自己株式の取得を行う理由

機動的な資本政策の遂行を可能とするためです。

２.取得の内容（変更後）

(1)取得対象株式の種類 当社普通株式

(2)取得しうる株式の総数60万株（上限）
（発行済み株式総数（自己株式を除く）に対する割合　2.1%）

(3)株式の取得価額の総額13億円（上限）

(4)取得の期間 平成20年８月11日～平成21年３月31日までとする。

（ご参考）

平成20年８月５日開催の取締役会における決議内容

(1)取得対象株式の種類 当社普通株式

(2)取得しうる株式の総数40万株（上限）
（発行済み株式総数（自己株式を除く）に対する割合　1.4%）

(3)株式の取得価額の総額８億円（上限）

(4)取得の期間 平成20年８月11日～平成21年３月31日までとする。
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２【その他】

第２期（平成20年７月１日から平成21年６月30日まで）中間配当については、平成21年２月３日開催の

取締役会において、平成20年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主又は登録株式質権者

に対し、次の通り中間配当を行うことを決議しました。

①配当金の総額 353百万円

②１株当たりの金額 12円50銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成21年３月23日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

ショーボンドホールディングス株式会社

取締役会　御中

　

監査法人　和宏事務所

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　塩　　崎　　省　　三　　印

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　入　　沢　　頼　　二　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

ショーボンドホールディングス株式会社の平成20年７月１日から平成21年６月30日までの連結会計年度の第

２四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20

年７月１日から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ショーボンドホールディングス株式会社及び

連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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